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D-118 インフルエンザウイルス抗原定性（回数） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、インフルエンザウイルス抗原定性は、発症後 48 時間以内

の実施につき 2 回まで認めらる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 発症直後はウイルス量が少なく陰性となることがあり、再検査を要する

ことがある。 

 


